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 ＧＷにおけるツアーバスの事故が提起したもの 
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交通産業における安全と社会認識 
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過去における教訓は活きてきたのか 



 交通基本法の中での取り扱い 

 

交研集会 2012年5月24日 4 

安全を担保するための労働環境 



 ３．１１が提起した問題 

 ⇒日常生活における公共交通の必要性の再認識 

 ⇒首都圏における帰宅難民の大量発生 
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交通の社会的重要性の再認識 
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地方社会における交通 
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交通政策と他の社会政策との連動性 

 個々の地域社会に適合した交通政策策定の必要性 

 ⇒社会ニーズの吸い上げ、編集機関としての労働組合
の役割 
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 ○基本理念等 
  交通に関する施策について基本理念等を定める。 
 ○責務 

  国、地方公共団体、事業者、施設管理者、国民など関係
者それぞれの責務を定める。 

 ○基本的施策 

  国及び地方公共団体が講ずる交通に関する基本的施策
について定める。 

 ○交通基本計画の策定 

  交通に関する施策の目指すべき姿を国民目線、利用者目
線からわかりやすく提示。 

 今後の具体的目標を設定。 
 ○年次報告 

  交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策について、
毎年国会に報告を行う。 
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交通基本法 
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地域協議会の機能強化 
⇒地域間格差の是正 



 社会資本整備特別会計の再編など、どこからどのような
形で予算を捻出するか 
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交通基本法と財源問題 
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物流政策の位置づけ 
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ご清聴ありがとうございました。 


